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１ 事前協議とは

墓地等の経営許可等では、関係する部署と事前に必要な事項を協議する
「事前協議」という手続があります。

■墓地等の経営許可の流れ ■関係する部署、法令、項目など

開発・宅造許可申請

開発・宅造許可

工事着手

②　事前協議

①　財務状況審査会

⑧　完了検査

⑦　墓地等許可

⑥　墓地等許可申請

⑤　紛争の調整（180日間）
　　調停（150日間）

④　計画説明

③　標識設置

建築局 都市計画法、盛土規制法（旧宅造
法）、開発調整条例など

みどり環境局 緑の環境をつくり育てる条例、農地
法、緑条例、土壌汚染対策法、環境ｱ
ｾｽ条例など

下水道河川局 排水施設等、遊水地、雨水流出抑制
施設、水路の改廃

道路局 道路形態、道路設計協議、道路帰属

都市整備局 駐車場法

教育委員会事務局
・
・
・

文化財保護措置要綱など
・
・
・
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２ 墓地経営許可等における事前協議要綱とは

墓地等の経営許可等において、

関係法令との整合性を図り、許可事務の円滑な執行を図るため、

事前協議の流れや「配慮すべき施設整備基準」などを定めてい

ます。

本要綱が「行政指導指針」に当たるため、

このたび検討している一部改正について、ご意見を募集します。
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３ 検討している改正事項は次のとおりです。

① 宅地造成に関する規定の削除

宅地造成を伴う墓地の開発については、従来は開発調整条

例が適用除外だったため、要綱に一定の規制の規定を設けて

いました。

改正後の開発調整条例が適用されることになり、要綱での

規制が不要になるため、該当する部分を削除します。

② 文言修正

法令の名称の変更等を反映します。
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① 宅地造成に関する規定の削除

宅造規制区域での宅地造成を伴う墓地開発が、

開発調整条例で規制されます。

要綱の宅地造成に関する規定※を

削除します。
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※ 改正前の条例が適⽤除外になる宅地造成を伴う墓地
開発について、周辺環境との調和のため、施設の整備
基準を条例を引⽤して規定。



② 文言修正

ア 名称の変更

・宅地造成等規制法 → 宅地造成及び特定盛土等規制法

・横浜市開発事業等の調整等に関する条例

イ 定義の変更

開発調整条例の引用部分に生じた文言の変更等を反映
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開発調整条例第２条第２号ウ
市街化調整区域における建築物の建築でその敷地⾯積（当該敷地が市街化調整区域と市街化区域
とにわたる場合は、市街化調整区域内に存する部分の⾯積に限る。）が3,000㎡以上のもの（当該
建築の⽤に供する⽬的で⾏う開発⾏為に伴う建築及び通常の管理⾏為、軽易な⾏為その他の規則
で定める⾏為を除く。）


